
大泉町公告式条例の一部改正案・現行対照表 

改　正　案 現　　　行

  　（条例の公布） 　（条例の公布）

  第２条　略 第２条　略

２　条例の公布は、大泉町役場掲示場に掲示してこれを行う。 ２　条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。 

 　　日の出５５番１号 

 　　中央三丁目１１番２１号 

 　　仙石二丁目２番３０号 

 　　西小泉四丁目２５３２番地の１

 

 　　　附　則

　この条例は、規則で定める日から施行する。


